
 

  

お取引企業のみなさまへ 

大阪歯科大学における   

発注・納品・検収について 
制度適用：令和 4 年 4 月 1 日～ 



１．発注検収制度の概要について 

 

・令和４年４月１日より、研究費の適正な使用、納入物品に対する検収徹底を図る観点から、以下の通り発注・

納品検収制度を実施することといたしました。（※大学事務部門による購買は本制度対象外です。） 

制度の主旨・内容をご理解の上、円滑なお取引にご協力をお願いいたします。 

 

（制度概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）特殊な役務とは、〈修理、プログラム開発・ソフトウェアライセンス、印刷製本、各種業務委託〉等を指します。 

 

２．発注～検収納品に関することについて 

 

発注前

• (原則)見積書発行をお願いします。

• (初回取引時)誓約書のご提出をお願いします。（HP掲載）

発注

• (教員発注時)発注が可能なお取引(※)かご確認願います。
(※)1見積書当り50万円未満の消耗品・特殊な役務提供。

納品

• 検収を行うため、各学舎の検収場所へ納品書と共に搬入してく
ださい。直接、教員等へ物品を搬入・納品しないでください。

請求

• 請求書は、納品された学舎の調達部署(※)宛てに送付下さい。
（※）部署名は、上記(制度概要)記載の検収場所と同じです。

制度対象 （原則）全ての物品購入、特殊な役務（※）の提供 

発注金額基準 

消耗品/ 

特殊な役務 

1 見積書当り 50 万円未満：教員発注 

       50万円以上：事務発注 

機器備品 全て事務発注 

検収 全ての物品購入、特殊な役務の提供について必須 

検収場所 

・楠葉学舎：調達室（5 号館 1 階） 

・天満橋学舎：病院庶務課（西館１階） 

・牧野学舎：医療保健学部事務室（2号館 1階） 

https://www.osaka-dent.ac.jp/campuslife/map.html
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３．発注～納品までの流れ 

・基本的な流れとしては下図の通りです。 
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（※注※） 

請求書は、物品を納品された学舎の調達

担当部署へお送りください。 

教員・研究者へ直接送付されませんよう、

ご注意ください。 



４．誓約書について 

 

（概要） 研究機関として大学費及び公的研究費を適正に執行・管理すること、及び不正防止対策の一環として、

お取引企業様より誓約書をご提出いただくこととなりました。 

 

（提出時期） 新規お取引時。 

 

（有効期限） 原則無期限。 

但し、誓約書内容等の変更によりお取引企業様への通知が必要と判断される場合には書面等にてお知らせ 

させていただきます。 

 

（お手続き書式について） 本学ホームページに掲載しておりますので、ダウンロード・印刷をお願い致します。 

※書式掲載場所 

本学ホームページ⇒大学について⇒公正な科学研究の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．各種お問い合わせ窓口について 

 

 

 

（発注・検収の制度全般に関するお問い合わせ） 

 調達室 Tel：072-864-3025 

 

（個別の発注・検収に関するお問い合わせ） 

 各学舎の調達担当部署 

 〈楠葉学舎〉 調達室 Tel：072-864-3025 

〈天満橋学舎〉 病院庶務課 Tel: 06-6910-1010 

〈牧野学舎〉 医療保健学部事務室 Tel: 072-856-9951 

 

（研究費の不正使用に係る申立ての窓口） 

〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 8-1 大阪歯科大学 経理部長 

TEL（072）864-3002 または（072）864-3106 / FAX（072）864-3000 

メール fuseibousi@ext.osaka-dent.ac.jp 

 

（研究活動における不正行為に係る申立ての窓口） 

〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 8-1 大阪歯科大学 大学事務部長 

TEL（072）864-3106 / FAX（072）864-3000 

メール fuseibousi@ext.osaka-dent.ac.jp 
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